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登録・届出・証明 

           住民課 ☎８３－２１８２ 
 
□ 戸籍に関する届出 （本人確認できる書類をお持ちください） 
 

届出の種類 届出期間 届出人･届出場所 届出に必要なもの ご注意 

出生届 

生まれた日か

ら数えて 14 日

以内 

●父または母 

●出生地、本籍地または届

出人の所在地のうちいず

れかの市区町村役場 

① 届書 

② 届出人の印鑑 

（※押印は任意） 

③ 母子健康手帳 

子どもの名前は常用漢

字・人名漢字・平仮名・

片仮名に限られていま

す。 

死亡届 

死亡の事実を

知った日から7

日以内 

①同居している親族 

②同居していない親族 

③その他の同居者 

④家主、地主または家屋も

しくは土地の管理人 

⑤後見人等 

●死亡地、死亡者の本籍地

または届出人の所在地の

うちいずれかの市区町村

役場 

① 届書 

② 届出人の印鑑 

（※押印は任意） 

 

後日、次のものをお持ち

の方（加入者・受給者）

は手続きが必要です。 

国民健康保険、国民年金、

遺族・障害年金、印鑑登

録、介護保険証等、身体

障害者手帳。 

婚姻届 

任意 ●結婚する 2 人 

●2 人のいずれかの本籍

地または所在地の市区町

村役場 

① 届書 

② 2 人の旧姓の印鑑 

（※押印は任意） 

届書に証人 2 人（成年者）

の署名・押印（※押印は

任意）が必要です。 

 

転籍届 

任意 ●戸籍の筆頭者及びその

配偶者 

●現本籍地、新本籍地また

は届出人の所在地の市区

町村役場 

① 届書 

② 印鑑 

（筆頭者と配偶者それぞれ

の印鑑 ※押印は任意） 

 

 

※各届書の提出は１通です。 
※上記の届のほか離婚届・養子縁組届・養子離縁届などがあります。 
※戸籍の届出に関連して住所の異動がある場合は、別途住所異動の届出も必要です。 
 
 
 
 



 9

□ 住民の異動の届出    （本人確認できる書類をお持ちください） 

 

届出の種類 届出の期間 届出に必要なもの 届出人 

転出届 
町外へ引っ越 
しをするとき 

引っ越しをする前 

（おおむね２週間前

から受付します） 

 

① 印鑑登録証（登録者） 

② 国民健康保険証（加入者） 

③ 各医療証（該当者） 

本人または旧世帯主、旧

世帯員 

代理人も届出が可能で

すが、その場合は委任状

が必要です。 

転入届 
町外から引っ越 
してきたとき 

 

引っ越してきた日 

（住み始めた日）から

１４日以内 

 

① 転出証明書（前住所の市区町

村で発行） 

② 国民年金手帳（加入者） 

③ マイナンバーカード 

④ 在留カード（持っている方） 

本人または新世帯主、新

世帯員 

代理人も届出が可能で

すが、その場合は委任状

が必要です。 

 

転居届 
町内で住所が変 
わるとき 

引っ越してから（新住

所に住み始めてから） 

１４日以内 

 

 

① 国民健康保険証（加入者） 

② 各医療証（該当者） 

③ マイナンバーカード 

④ 在留カード（持っている方） 

本人または新旧世帯主、 

新旧世帯員 

代理人も届出が可能で

すが、その場合は委任状

が必要です。 

世帯（主）変更届 
世帯主が変わっ

たり世帯を合併

または分離した 
とき 

変更のあった日から

１４日以内 

 

 

① 国民健康保険証（加入者） 

 

 

本人または新旧世帯主、 

新旧世帯員 

代理人も届出が可能で

すが、その場合は委任状

が必要です。 

 
□ マイナポータルを通じてオンラインで行う「転出」・「転入（転居）予約」（引

っ越しワンストップサービス） 

令和５年２月からマイナポータルを通じたオンラインによる転出・転入（転居）予約サー

ビスが開始されました。マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルを通じてオ

ンラインでの届出が可能です。このサービスを利用される方は、転出にあたり奥多摩町へ

来庁が原則不要です。マイナポータルを通じて転出届を提出された後、別途転入先市区町

村の窓口で転入届等の手続きが必要です。 
 
●手続きの流れ 
①マイナンバーカードを使用して、マイナポータルを通じて転出届と転入予約を行います。 
②転入住所地の住民登録窓口にて、マイナンバーカードを持参して転入手続きを行います。 
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●手続きできる方 
・１５歳以上の方で、有効なマイナンバーカードを所持している方、またその世帯員 
・日本国内で引っ越しをする方（国外へ引っ越しをする場合はできません） 
 
●マイナポータルでの手続きに必要なもの 
・最新の住所と氏名情報が記録されているマイナンバーカード（署名用電子証明書及び利

用者証明用電子証明書が有効である必要があります） 
・署名用電子証明書の暗証番号（大文字のアルファベットと数字が混合した６桁～１６桁） 
・利用者証明用電子証明書の暗証番号（数字のみ４桁） 
・券面事項入力補助用の暗証番号（数字のみ４桁） 
・スマートフォン、またはパソコン、タブレット端末（マイナンバーカードが読み込める

スマートフォン、パソコンとタブレットは、マイナンバーカードが読み込めるカードリ

ーダーが必要となります） 
 
□ 母子健康手帳 

 
妊娠した方にお渡しいたします。妊娠、出産から小学校入学まで、お母さんと子どもの健

康の状況を記録する手帳です。印鑑、マイナンバーカード（またはマイナンバー通知カー

ド及び本人確認書類）をお持ちのうえ、本庁住民課または古里出張所で交付申請してくだ

さい。 
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□ 印鑑の登録 

 
奥多摩町に住民登録をしている 15 歳以上の人（意思能力を有しない方を除く）に限りま

す。登録は本人が申請してください。もし本人が病気その他の理由でできないときは、代

理人が申請することもできます。この場合は、本人の意思を確認する意味で、本人自筆の

「代理人選任届」が必要となり、印鑑証明書交付までに数日かかります。 

代理人選任届 
代理人住所 
氏   名 
生 年 月 日 
 
私にかかる○○○○○につき、上記の者を代理人に 
選任し、その権限を委任したのでお届けします。 

令和  年  月  日 
 本人住所 
 氏  名   実印 
   生年月日 
   連 絡 先 
 
奥多摩町長 宛 

（注）○○○○○の部分には、印鑑登録申請、印鑑登録 
廃止届、印鑑登録証受領等の用語を記入してください。 

印鑑の登録申請方法 

【本人申請の場合】 
① 登録する印鑑と免許証、保険証等の本人確認書類をお持ちいただき、登録申請をしてく

ださい。 
② 申請後、町から郵便で本人宛に照会書が届きます。 
③ 同封の回答書に本人が必要事項を記入押印のうえ、登録する印鑑、保険証等の本人確認

書類と併せてお持ちください。 
④ 回答書と引き換えに印鑑登録証をお渡しします。 

ただし、次の場合は即日に印鑑登録証をお渡しします。 
・登録する本人が、有効期限内の免許証、マイナンバーカードまたは在留カード等を提

示した場合。 
・条例に定めるとおり、登録申請書の裏面に、東京都在住で、すでに印鑑登録している

人に保証人として、署名押印（実印）してもらい、保証人の印鑑登録証明書を添付し

た場合。（保証人が奥多摩町在住の方の場合は、印鑑登録証明書の添付は不要です。） 
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【代理人申請の場合】 
※この場合は、印鑑登録証（印鑑登録証明書）を交付するのに数日がかかります。 

① 代理人は、登録する印鑑と代理人の免許証や保険証等の本人確認書類のほかに、必ず代

理人に委任した旨の本人自筆の書面（代理人選任届）をお持ちいただき、登録申請をし

てください。 
② 申請後、町から郵便で登録する本人宛に照会書が届きます。 
③ 同封の回答書に本人が必要事項を記入押印のうえ、本人が登録する印鑑、免許証や保険

証等の本人確認書類と併せてお持ちください。 
なお、本人が持参できない場合は、代理人が回答書を持参することもできます。代理

人は、登録する本人が照会書の代理人選任届欄に必要事項を記入押印したうえで、登録

者および代理人の免許証等の本人確認書類、登録する印鑑と併せてお持ちください。 
④ 回答書と引き換えに印鑑登録証をお渡しします。 

印鑑登録証明書の発行 

本人または代理人が「印鑑登録証」を持参して申請書を記入の上、「印鑑登録証」と申請

書を両方提出していただければ、印鑑登録証明書が発行できます。 

印鑑登録の廃止、改印など 

 印鑑登録証を紛失した場合は「印鑑登録証亡失届」を、また、登録してある印鑑を紛失

した場合や廃止または改印したい場合は、印鑑登録証を持参の上、「印鑑登録廃止届」を

提出してください。 
※代理人による手続きの場合は、委任状が必要となります。 
※紛失や改印などによる再登録には、再登録料が２００円かかります。 
※再登録には、新規登録と同じ手続きが必要となります。 

成年被後見人の印鑑登録等の手続き 
 成年被後見人ご本人が窓口に来庁され、かつ法定代理人（成年後見人）が同行している 
場合は、印鑑の登録・改印・廃止の申請ができます。 

※手続きに来庁される前に、住民課へお問い合わせください。 

登録できない印鑑 

 次のような印鑑は登録できませんのでご注意ください。 
① 正しい氏、名で表されていないもの。 
② 一辺の長さが８ｍｍ以下、または２５ｍｍ以上のもの。 
③ ゴム印その他（プレス印など）の印鑑で変形しやすいもの、及び欠けた印鑑または三

文判など。 
④ 文字の判読が困難なもの。 
⑤ 印影を鮮明に表しにくいもの。 
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□ 各種証明書等の申請  

※すべての申請時に来庁者の本人確認できる書類をお持ちください。 
申請・受付窓口 役場住民課 古里出張所 手数料 

（１通） 必 要 な も の 
受付時間 

午前８時３０分～ 
午後５時１５分 

住民票・戸籍・印鑑証明等 

住民票 ○ ○ ２００円 

・代理人の場合（別世帯の

方）は委任状 
※第三者の方（別世帯の方）

が請求する場合は、請求

理由を明らかにしていた

だきます。また請求理由

に応じた資料等の提示が

必要な場合があります。 
※住基ネット利用した住民

票については、住民課へ

お問い合わせください。 

住民票記載事項

証明書 
○ ○ ２００円 

・代理人が請求する場合は 
委任状 

戸籍全部（個人） 
事項証明書 
戸籍謄（抄）本 

○ ○ ４５０円 

※本籍が奥多摩町にある方

（あった方）が請求でき

ます。 
・代理人が請求する場合は

委任状 
※戸籍に記載されている本

人、その配偶者、直系尊

属、直系卑属以外の方が

請求される場合は請求理

由を明らかにしていただ

きます。また請求理由に

応じた資料等の提示が必

要な場合があります。 

除籍全部（個人） 
事項証明書 
除籍・改製原 
戸籍謄（抄）本 

○ ○ ７５０円 
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【広域交付】 
戸籍全部事項 
証明書 
戸籍謄本 

〇 〇 ４５０円 

※日本全国にある戸籍を請

求することができます。 
※戸籍に記載されている本

人、その配偶者、直系尊

属、直系卑属の方のみ請

求できます。 
※代理人の請求不可 
・本人確認書類として、運

転免許証、マイナンバー

カード、パスポートなど

官公庁が発行した顔写真

付きの身分証明書の提示

が必要です。 

【広域交付】 
除籍全部事項 
証明書 
除籍・改製原 
戸籍謄本 

〇 〇 ７５０円 

身分証明書 ○ ○ ２００円 

※請求者は本人に限られま

す。 
※本籍が奥多摩町にある方

が請求できます。 
・代理人が請求する場合は

委任状 

戸籍届書受理 
証明書 

○ × ３５０円 

※奥多摩町に戸籍届出書を

出された方で届出人の方が

請求できます。 
・代理人が請求する場合は

委任状 
※上質紙の証明は１通 1400 円 

戸籍届書記載事 
項証明書 

○ × ３５０円 

※奥多摩町に戸籍届出書を出

された方、またはその家族・

親族の方で、特別な事由があ

る場合に限定されます。 
※「特別な事由」は住民課

へお問い合わせください。 
・代理人が請求する場合は

委任状 
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戸籍の附票 ○ ○ ２００円 

※本籍が奥多摩町にある方

（あった方）が請求できま

す。 
・代理人が請求する場合は

委任状 
・代理人の印鑑 
※戸籍に記載されている本

人、その配偶者、直系尊属、

直系卑属以外の方が請求され

る場合は請求理由を明らかに

していただきます。また、請

求理由に応じた資料等の提示

が必要な場合があります。 

印鑑登録証明書 ○ ○ ２００円 

・印鑑登録証 
※代理人が請求する場合は、

登録者の印鑑登録証をお持ち

になり、申請書に登録者の住

所・氏名・生年月日を正確に

記載できれば発行できます。 
☆詳しくは、「印鑑登録」の

ページをご覧ください。 

マイナンバーカ

ード（個人番号

カード） 

 
 
△ 

（交付のみ

行います） 

× 
無 料 

（初回のみ） 

※本人または法定代理人に

交付できます。 
・交付通知書（ハガキ） 
・通知カード 
・住基カード（お持ちの方

のみ） 
・本人確認書類 
・代理権の確認書類（１５歳

未満の方または成年被後見人

の法定代理人のみ必要。ただ

し同一世帯の親などは不要） 
※詳しくは住民課へお問い合

わせください。 

自動車臨時運行

許可証及び番号

標交付 
○ ○ ７５０円 

・自動車損害賠償責任保険

証明書 
・自動車検査証等 
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税証明等 

課税証明書・ 
非課税証明書 

○ ○ ２００円 

※必要年度の１月１日現在

奥多摩町に住所がある方に

限ります。 
・代理人が請求する場合は

委任状 

納税証明書 ○ ○ ２００円 
・代理人が請求する場合は

委任状 
軽自動車税納税

証明書 
○ ○ 無 料 ※車検用 

固定資産評価証明

書・公租公課証明

書 
○ ○ 

２００円 
（５筆、５棟ま

でごとに） 

・代理人が請求する場合は

委任状 
・年度途中に所有者が変更

になっている場合は登記

簿謄本等 

土地所在証明書 ○ ○ ２００円 ※車庫証明用 

家屋所在証明書 ○ × ２００円 

・登記申請書（原本と複写

したもの各１通） 
・建物図面・各階平面図（複

写したもの２通） 

家屋滅失証明書 ○ × ２００円 ・登記簿謄本 

住宅用家屋証明書 ○ × １３００円 
※住民課へお問い合わせく

ださい。 
土地・家屋台帳

の閲覧 
○ × 

２００円 
（１冊ごと） 

 

公図の閲覧 ○ × 
２００円 

（１枚ごと） 

 

公図の写し ○ × 
２００円 

（１枚ごと） 
 

 
軽自動車原動機付自転車関係 
登録・廃車・変

更 
○ × 無 料 

※住民課へお問い合わせく

ださい。 
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□ 外国人住民に係わる住民基本台帳制度について 

 
住民基本台帳法、入国管理法などの外国人に適用される法律が改正され、平成２４年７

月９日に新制度が開始されました。従来の外国人登録制度が廃止され、住民基本台帳制度

の対象となり、外国人の方にも住民票が作成されるようになりました。 
 
●対象者 
・３か月をこえる中長期在留者 
・特別永住者 
・一時庇護許可者または仮滞在許可者 
・出生または国籍喪失による経過滞在者 
 
●在留カードまたは特別永住者証明書の交付 
・在留カードの申請窓口は、地方入国管理局となり、特別永住者証明書の申請窓口は市区

町村となります。 
年 齢 在留資格 有効期間 

16 歳 
以上 

永 住 者 交付の日から７年間 
永住者以外の方 在留期間の満了日まで 

特別永住者 各種申請・届出後７回目の誕生日まで 

16 歳 
未満 

永 住 者 16 歳の誕生日の前日まで 

永住者以外の方 
在留期間の満了日または、16 歳の誕生日の前日のどちらか

早い日まで 
特別永住者 16 歳の誕生日の前日まで 

●詳しくはこちらをご覧ください 
出入国在留管理庁ホームページ（外部リンク） 
 https://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_index.html 

 出入国在留管理庁ホームページ（外部リンク）英語版 
  https://www.moj.go.jp/EN/index.html 
総務省ホームページ（外部リンク） 
 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu/index.html 
総務省ホームページ（外部リンク）英語版            

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu_english.html 
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□ 郵送による申請（住民票・戸籍関係） 

 

【 必要なもの 】 
● 申請書（町ホームページよりダウンロードした申請書 または それに代わる下記の

記載事項を書いた申請書） 

※ 申請書の記載事項 
① 請求者の住所、氏名、電話番号（日中連絡がとれる番号をお書きください。） 
② 必要な証明書の種類（住民票・戸籍謄本・身分証明書 等） 

★ 必要とする住民票の住所、氏名、「本籍」・「続柄」記載の有無 
   ★ 必要とする戸籍の本籍、筆頭者氏名、必要な方の氏名、請求者との関係 
   ★ 必要とする身分証明書の本籍、筆頭者氏名、必要な方の氏名 

※ ただし、身分証明書は本人以外の方は請求できません。 
③ 必要な通数 
④ 使用目的 

● 手数料（手数料一覧表でご確認いただき、郵便局で定額小為替を購入してください。） 
● 返信用封筒（請求者の住民登録されている住所・氏名を書いて切手を貼ったもの。） 
● 本人確認書類の写し２点（運転免許証、保険証、パスポート、マイナンバーカード、 

預金通帳、キャッシュカード、診察券 等） 
 

【送付先】〒１９８－０２１２ 東京都西多摩郡奥多摩町氷川２１５番地６ 
                  奥多摩町役場 住民課 
 
〈ご注意ください〉 

※ 第三者の方からの請求や、請求者本人が記載されていない戸籍を請求される場合は、

委任状や続柄の分かる書類等を提出していただくことがあります。 
※ 税証明など、上記以外にも郵送で請求できる証明書があります。 

詳しくは、住民課へお問い合わせください。 
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☐戸籍広域交付について 

 

本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになりました（広

域交付）。これによって、本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村窓

口で戸籍証明書等を取得することができます。 

※コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。 

※一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません。 

 

【広域交付で戸籍謄本等を請求できる方】 

 戸籍謄本等に記載されている本人、配偶者、直系尊属（父母、祖父母等）、 

直系卑属（子、孫等）に限られます。 

 父母の戸籍から除籍した兄弟姉妹の戸籍謄本等は請求できません。 

 代理人による請求及び郵送での請求はできません。 

 

【本人確認について】 

窓口にお越しになった方の本人確認のため、以下の顔写真付きの公的機関が発行した本人確認

書類の提示が必要です。マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード 等 

※顔写真付きの本人確認書類であっても、公的機関以外が発行したものは認められませんので

ご注意ください。 

※広域交付では、通常の戸籍謄本等の請求よりも厳格な本人確認が定められているため、 

健康保険証、年金手帳等は本人確認書類として認められません。 

 

【広域交付対象証明書及び交付手数料】 

請求できる証明書 1 通の手数料 

戸籍の全部事項証明書（戸籍謄本） 450 円 

除籍の全部事項証明書（除籍謄本） 750 円 

改製原戸籍謄本 750 円 

※個人事項証明書（戸籍抄本）、一部事項証明書、戸籍の附票の写し、戸籍諸証明（身分証明書、

独身証明書等）は広域交付の対象外です。これまで通り本籍地のみでの交付となります。 

 

【ご利用にあたっての注意事項】 

※広域交付による戸籍証明書等が請求できるのは、請求者本人に限られます。窓口に来られた

方が請求者本人ではない場合には、広域交付による戸籍証明書等の交付はできませんので、

必ず代理人等ではなく、請求者本人が窓口にお越しください。 

※本籍地および証明書の状況により、広域交付の対象外の可能性がございます。その場合は本

籍地にてご請求ください。 

※通常の戸籍証明書等よりも発行に時間がかかるため、時間に余裕をもってお越しください。 

複数の本籍地に係る戸籍証明書等の請求をされる場合、本籍地への照会等が必要なことから、

即時交付ができず、後日の交付とさせていただく場合があります。 


